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― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長（瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 下条議員―７番。 

〇７番（下条博文君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

お疲れさまでございます。 

 自由民主党、長崎市選出、県民皆様の思いを

つなぐ、下条博文でございます。 

 このような一般質問の機会をいただき、自由

民主党会派の皆様はじめ先輩議員の皆様に、感

謝申し上げます。ありがとうございます。 

 先にご質問された先輩議員のご質問と若干類

似した質問もございますが、私なりの角度から

質問をさせていただきますので、知事並びに関

係部局の皆様、ご答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 質問通告に基づき、一問一答で質問をいたし

ます。 

 1、新型コロナウイルス対策。 

 （1）県の組織体制について。 

 県内において、昨年12月中旬頃から急速に感

染拡大が広がりました。その後、営業時短要請

などを行い、現在は、感染拡大のステージの最

も低い1となり、一定、感染も落ち着いた状況

であります。 

 2月22日から、本県も医療従事者に対しワク

チン先行接種がはじまりました。外国からのワ

クチン供給がスムーズに流れ、副反応に十分注

意をしながら日本中にワクチン接種が実施され、

新型コロナウイルス感染症が一刻も早く収束す

ることを切に願っておりますが、今回、私の新

型コロナウイルス感染症に関する質問は、昨年

末ごろから急速に感染が広がっていったような

事態が次に起こった場合を想定して、質問をさ

せていただきます。 

 まさにこの1年は、感染対策に注力いただい

た1年になりましたが、コスタ・アトランチカ

号集団感染などウイルスの抑え込み、感染拡大

の防止に当たっては、感染症の専門家などのご

協力があったと認識しております。 

 私は、今後の感染拡大防止対策においても、

ウイルス制圧のご経験のある方の力をお借りす

ることが、極めて重要であると認識しておりま

す。 

 本県において、力をお借りしてきた感染症の

専門家の方々含め、どのような組織体制でコロ

ナ対策を行ってきたのか、知事にお伺いいたし

ます。 

 以後、対面演壇席に移り、質問を行わせてい

ただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君）〔登壇〕 下条議員のご質

問にお答えいたします。 

 専門家の知見等を活用しながら、これまでど

のような組織体制でコロナ対策を行ってきたの

かとのお尋ねであります。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、

昨3月、私を本部長として、庁内全部局で構成

する長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部

を設置いたしました。 

 これまで、医療や経済の専門家などから成る

有識者会議を設置し、ご意見をお聞きしたうえ

で対策本部会議を開催し、感染段階のステージ

を決定し、組織横断的な対策の充実・強化に取

り組んできたところであります。 

 また、県医師会、長崎大学、感染症医療機関

の代表者等との意見交換を、昨年4月以降、こ

れまで36回開催し、クルーズ船での集団感染で

の対応をはじめ、入院医療、病院等のクラスタ

ー対策やワクチン接種体制について、相談しな
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がら対策を進めてきているところであります。 

 今後とも、感染症の専門家と緊密に連携し、

その知見を十分に生かして、効果的な感染予防

や拡大防止対策に全力を注いでまいりたいと考

えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 知事、組織体制について、

また感染症の専門家の皆様とのご協力について、

ご説明ありがとうございました。質問を進めさ

せていただきます。 

 （2）第4波に向けた対策（検査体制と医療支

援体制の整備）。 

 先ほども申し上げましたが、本県でも先行的

にワクチン接種がはじまり、高い発症予防効果

が期待されています。 

 しかしながら、全国各地で感染力の高いとさ

れる変異株も確認され、第4波となる感染拡大

が懸念されています。 

 県として、変異株対策を含めた第4波に対す

る対策について、検査体制の拡充整備と医療支

援体制の整備という2つの観点からお尋ねいた

します。 

 まず、検査体制について。 

 感染症対策の基本は、検査と隔離対策である

と考えます。検査体制については、先だって山

口初實議員、また先ほど石本政弘議員も質問さ

れましたが、この1年、検査体制の拡充、医療

体制の整備、療養施設の確保など、様々な感染

対策が実施されてきました。ＰＣＲ、ランプ法

を中心に、ＰＣＲ前処理の自動化、抗原検査キ

ットなど検査方式の研究開発も進んでおります。 

 今後、起こる可能性がある感染拡大対応につ

いて、県として、スクリーニングの検査体制な

ども含めてどのように検査体制を整備し、感染

拡大を防いでいくのか、お尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 県におきまして

は、新型コロナウイルス感染症の発生以降、積

極的に検査体制の充実に努めており、年度内に

は1日当たり3,500件の検査が可能な体制を整

備するとともに、来年度も引き続き、医療機関、

検査機関への検査装置の導入を支援し、1日当

たり4,600件の検査が可能な体制へ拡充する予

定であります。 

 県といたしましては、この検査体制を活用し

て、検査が必要とされる方々を漏れなく速やか

に検査してまいりたいと考えております。 

 さらに、クラスターが発生するなど感染が拡

大している地域におきましては、医療機関や高

齢者福祉施設等を対象にいたしまして、入院患

者や入所者、従事者等の一斉、定期的な検査を

積極的に実施し、感染症をいち早く特定し、感

染のさらなる広がりを未然に防止してまいりた

いと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 今、部長からもご説明が

ありましたとおり、スクリーニング対策という

のが非常に重要だと思います。ぜひ、ＰＣＲ前

処理の自動化等も進めていただき、感染状況に

よっては抗原検査などを使い分け、予算的にも

より適切に、スクリーニングや水際対策の時に、

1回ではなくて幾度かですね、1週間のうちに1

回、また次の週に1回とか、そういった間隔を

あけながら検査ができる体制を整備して、新型

コロナウイルス感染拡大に対し、より積極的に

攻めの検査体制を実施して、県民の安全確保に

努めていただきたいことを要望して、次の質問

に移ります。 
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 検査体制の中でもう一つ、変異株について質

問をいたします。 

 ゲノム解析により、全国的に変異株が発見さ

れております。 

 菅総理も、変異株について各地方自治体との

連携を強化し、変異株対策を講じる趣旨の発言

がございました。 

 県として、国と連携し変異株についてどのよ

うに検知、対策を講じていくのか、取組をお伺

いいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 変異株につきま

しては、本県におきましても、2月22日から県

環境保全研究センターにおきまして、変異株を

確認するためのスクリーニング検査を実施して

いるところであります。 

 3月1日までに32検体のスクリーニング検査

を実施していますけれども、変異株の発生は確

認されておりません。 

 変異株のスクリーニング検査で陽性と判定さ

れた場合につきましては、速やかに国立感染症

研究所において確定検査を実施していただくこ

ととしており、引き続き国と連携しながら、変

異株対策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 先ほど私が触れました菅

総理の発言ですが、2月26日、新型コロナウイ

ルス感染症対策本部、第56回での言葉です。 

 「年末以来、17都道府県で確認されている変

異株への対応について、来月から、変異株が短

時間で検査、検出できる新たな方式の検査を全

ての都道府県で実施し、国内の監視体制を強化

し、引き続き十分に警戒してまいります」とい

うような発言がありました。 

 順次、今のような形で体制を整えていただき

たいと思いますが、一方、これは厚生労働省の

対策本部による報告ですが、アメリカでイギリ

ス変異株の検出割合が上昇傾向で、3月には全

て、このイギリス変異株に置き換わるのではな

いかという驚異的な試算が報告されております。 

 少しお話を聞いたんですが、長崎大学熱帯医

学研究所でもゲノム解析できるというようなこ

とです。ぜひ、今の体制に加えて熱研とも連携

をしていただき、変異株の拡大防止対策に向け

た検知検査を進めていただきたいと要望をいた

します。 

 次に、医療支援体制の整備について。 

 先ほど、知事に、新型コロナウイルス感染対

策の組織体制についてお尋ねをいたしました。 

 令和3年度当初予算でも、高齢者等の施設で

クラスターが発生した場合のＤＭＡＴ、医療派

遣チームの派遣体制を確保する費用として

3,800万円が計上されております。 

 感染拡大を防ぐために、よりグレードアップ

した、このような医療支援体制の整備が不可欠

であると考えますが、医療支援体制の整備につ

いて、県の具体的な施策をお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 医療機関や福祉

施設でクラスターが発生した際は、感染エリア

を区分するゾーニングなどの感染拡大防止対策

や、施設従事者が感染症や濃厚接触者となり施

設の運営が困難になることから、その人的支援

が必要となっております。 

 本県におきましては、ゾーニングなどの感染

対策の支援といたしまして、長崎大学病院の専

門家や長崎ＤＭＡＴを現地に派遣するほか、施

設における人的支援といたしまして、診療支援

を行う新型コロナウイルス感染症医療支援チー
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ム、いわゆる長崎ＣovＭＡＴを整備したところ

であります。 

 特に、長崎ＣovＭＡＴは、本県が新型コロナ

ウイルス感染症拡大に対応するために昨年10

月に新たに立ち上げたチームであり、現在、医

師1名、看護師1名を1チームとする5チームが活

動を行っております。 

 県といたしましては、引き続き医療機関に対

してＣovＭＡＴへの協力をお願いするととも

に、来年度におきましてＣovＭＡＴとして活動

する感染対策を行う看護師を育成するなど、ク

ラスター発生時の医療支援体制を強化してまい

りたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 今ご答弁いただいた感染

症対策の専門家で構成されたコロナ対策チーム、

長崎ＣovＭＡＴを、ぜひ整備をしていただき、

また、先ほど石本議員からもありましたが、保

健所の強化も、私からも併せて要望して、次の

質問に移ります。 

 （3）ワクチン接種（市町との連携）。 

 令和3年1月25日、医療政策課に10名体制で新

型コロナワクチン接種対策チームが設立されま

した。 

 接種主体の市町との連携、医療従事者等の接

種体制、地域卸売業との連携、相談対応などワ

クチンの円滑な接種を目指すために体制を整備

していると思います。円滑にワクチン接種が遂

行できるように、県と市町の連携状況について

お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 市町との間では、

県から、医療従事者等の接種体制構築に関する

情報や国からの最新情報等を提供し、各市町か

らは、住民接種についての検討状況や課題等を

共有してもらうことで、円滑な接種に向けた体

制構築につなげるため、1月21日から原則毎週1

回、定例的にテレビ会議を開催しているところ

であります。 

 また、県のワクチン接種対応チームの中に医

療圏ごとの担当を置きまして、個々の医療圏の

状況に応じた相談、調整ができる体制をとって

おります。 

 引き続き、高齢者からはじまる住民接種が円

滑に進むよう、市町との連携を密にして、県と

しても積極的に支援してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 私も、各市町のワクチン

接種の担当者の方々とヒアリングを行ってきま

したが、現時点で県との連携は非常にうまくい

っていると感謝しておりました。 

 ただ、このワクチン接種については情報自体

が、そもそもの情報が不足しております。また、

ディープフリーザー等管理体制も特殊です。 

 どこかの市町は何か特別なことに取り組んで

いるが、その他は知らなかったとか、こういっ

た事象が起こらないように、各市町の情報共有

をぜひ県としてリードといいますか、取りまと

めていただいて標準化、皆さんが共有して対策

に当たっていただけるようなことを要望して、

次の質問に移ります。 

 （4）効果的な情報発信。 

 県内における第3波も一頃のピークは過ぎた

かと思われますが、依然として新たな感染症が

全国的にも確認されており、変異株を含め新型

コロナウイルスはまだまだ未知のウイルスであ

ると私は考えております。 

 この未知のウイルスである新型コロナウイル

スに対応策を講じていく際には、県として把握



令和３年長崎県議会・２月定例会（３月３日）（未定稿） 

- 5 - 

している情報を県民の皆様に十分説明し、理解

を得たうえで進めていくことが必要であり、丁

寧な情報公開と情報の共有が不可欠であると考

えております。 

 12月からの第3波では、新規感染者数の増加

に伴うコロナ専用病床の逼迫により、本県でも

医療崩壊が起きるのではないかと多くの県民の

皆様が不安を抱いたと聞いております。 

 入院・医療状況につきましては、県のＷｅｂ

サイトで毎日更新いただいておりますが、その

日の医療圏ごとの総数のみで、増減については

知ることができません。 

 情報発信時に、その日に何名が医療機関や宿

泊療養施設へ入院・入所し、何名が退院・退所

したのかなど、日々のコロナの医療状況がより

端的に把握できるような情報提供の工夫ができ

ないのか、お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症対策につきまして、正確でわかりや

すい情報発信により、県民の皆様と情報を共有

することが重要であると認識しております。 

 入院医療の状況につきましては、現在、県の

ホームページにおきまして、医療圏ごとの確保

病床数や入院患者数などを掲載しお知らせして

いるところでございますが、ご指摘を踏まえま

して、今後は日々の動向も把握できるよう改善

を図り、県民の皆様へのわかりやすい情報発信

に努めてまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） ありがとうございます。

こういった情報発信については、幾つか本議会

の方でも取り上げさせていただき、またその都

度、工夫をしていただいております。 

 また、今回も、何名が入院、退所したのかと

いうことがわかりやすい取組をしていただける

ということですので、そういった取組も大変期

待をしております。県民皆様の不安を少しでも

解消していただくために、わかりやすい情報発

信を引き続きよろしくお願いいたします。 

 （5）Ｎ‐ＣＨＡＴ 更なる強化。 

 昨年8月25日から運用がはじまった健康管理

アプリ、Ｎ-ＣＨＡＴの普及が進んでおります。

現状、1,273団体、毎日約2万5,000件の入力者

がいるとお聞きしております。 

 2月5日の知事会見で説明がありましたが、嗅

覚・味覚異常が確認された場合、より迅速にア

ラートを発信するなど、Ｎ-ＣＨＡＴ、さらなる

強化が図られていると聞いております。 

 データサイエンスを活用し感染拡大を防いで

いく、すばらしい取組であると考えますが、強

化点を含めた具体的な対応をお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長（中田勝己君） 健康管理アプリ

Ｎ-ＣＨＡＴにつきましては、事業所等におきま

して個人の健康管理が効率的にでき、クラスタ

ーの拡大防止に効果が見込まれることから、積

極的な活用をお願いしているところであります。 

 クラスターが発生した医療機関におけるデー

タ分析によりまして、コロナ感染に特徴的な症

状である味覚・嗅覚異常を訴える方の増加傾向

が捉えられていたため、専門家とも相談いたし

まして、1件でも検知した場合、事業所の健康

管理者と県の担当者にアラートメールを送り、

注意喚起を行うことといたしました。 

 導入後、2月末までに味覚異常で58件、嗅覚

異常で139件を確認し、結果としてはコロナが

原因ではありませんでしたが、随時アラートを

送ることによって、事業所での迅速な状況確認

につながりました。 
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 引き続きＮ-ＣＨＡＴの活用を推進し、アラー

ト機能についても継続してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） ただいま部長からご説明

いただきましたアラートの強化ですが、こうい

った嗅覚・味覚異常というのは前から問題とし

てあったんですが、これが本県で採用されまし

て、ある程度のデータがわかったとします。そ

うすると他県、他の地域においても、これはデ

ータサイエンスとして活用できたり、一つの指

針として利用ができますので、重要な取組です

ので、ぜひ、データサイエンスの観点から取り

組んでいただきたいと思います。 

 実際に各現場でユーザーの使い勝手について

聞き取りをしてまいりましたが、共通して一つ、

私も困ったなと思うことがありますが、導入時

の改善点を一つだけ要望させていただきます。 

 今、ＱＲコードを基本的には、それぞれナン

バリングした施設に振って、一旦入っていただ

いて、そして自分で登録をして、それぞれの機

種によって違うやり方でデスクトップにアイコ

ンを張り付けるという作業をしております。こ

れが実は、かなり難易度が高いと思う方がおら

れまして。 

 この悪い点は、改善していただきたい点は導

入時なんですよ。Ｎ-ＣＨＡＴ自体はすごく使い

やすいんですが、このおかげで、私もＳＮＳも

含めて「使いにくい、使いにくい」と言われる

んです。でも、私、実際にやってみて、これだ

け使いやすい。また、本当に端的で。 

 あまりｃｏｃｏａのことを悪く言ったらいけ

ないと思いますが、ｃｏｃｏａよりよっぽどい

いんですよね。 

 こういった、本当にちょっとの改善です。私

もプログラミングをしておりましたので、デス

クトップ張り付けをやってみたんですが、端末

によって変えていかないといけないということ

があります。ぜひ、専門の事業者に、少し大変

ですけど考えていただいて、必要であればいろ

んな対策を講じていただいて、この導入部分を

スムーズにしていただければと要望いたします。 

 （6）コロナ禍で影響を受けた不本意非正規

雇用に対する支援。 

 先日より各議員からご質問があっております

ので、少し角度を変えて、私なりに質問させて

いただきます。 

 コロナ禍により、各産業では新たな技術の進

展や経営革新が、労働市場では副業などの新し

い雇用の在り方が一気に進んでおります。産業

構造や雇用形態も、コロナ禍において大きく変

化せざるを得ない時代となってしまいました。 

 そのような時代には、企業は、未経験者も含

め人材を確保し育成するという姿勢が重要では

ないかと思いますし、また、労働者側ではリカ

レントによる新たなスキル習得を目指すなど、

お互いの努力が必要となると思います。 

 コロナ禍において影響を受けた不本意非正規

雇用に対する支援を、行政がより積極的に整備

していく必要があると考えますが、具体的な取

組についてお尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長（廣田義美君） 不本意非正規雇

用の対策といたしまして、県では昨年6月、長

崎労働局や経済団体等で構成いたします長崎就

職氷河期世代活躍支援プラットフォームを設立

し、関係機関が一体となって支援に取り組んで

いるところでございます。 

 今年度、県が行いました実態調査では、非正

規雇用者の約6割が経済的な余裕がなく不安を
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感じているほか、約3割が能力や経験に自信が

ないなどの結果となっております。 

 この調査結果を踏まえまして、支援対象者の

ニーズに沿った伴走型支援に取り組むとともに、

新型コロナウイルス感染症の影響で求人意欲が

落ちている企業に対し、積極的な人材確保を働

きかけていくことも必要であると考えておりま

す。 

 そのため支援対象者に対しましては、適職診

断をはじめ、職場体験や職業訓練によるスキル

習得、企業とのマッチングイベントの開催等の

支援を行うとともに、企業に対しましては、国

のトライアル雇用助成金やキャリアアップ助成

金等の活用を周知するなど、未経験者の採用や

社内での正規雇用化を促進してまいりたいと考

えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） ありがとうございます。

ぜひ、そのような取組を進めて、不本意非正規

雇用に対して支援をしていただきたいと思いま

す。 

 ここで、ある経営者の方から実際に私がお話

を聞いたことを、ちょっとお伝えいたします。 

 コロナ禍の影響を受け離職した方から就職希

望が届いたが、業界の経験がなかったため、や

むなく採用を見送りにしたという話を経営者の

方から聞きました。こちらの社長は、人材不足

の折、ぜひ正社員として雇用したいが、業界の

種類にもよると思うんですけれども、全くの未

経験の場合は不採用の判断をせざるを得ないと、

難しい心境を吐露されておりました。 

 このような事例もございますので、ぜひ、双

方がですね、雇用する側、そして正社員を望む

側がマッチング、部長が答弁いただいたような

システムをより円滑に使っていただいて、双方

にとって有効な対策を講じていただきたいと要

望をいたします。よろしくお願いいたします。 

 2、行政のデジタル化推進。 

 （1）行政サービスのデジタル化、効率化へ

向けた知事の姿勢。 

 本年9月に、国のデジタル庁が新設されます。

自治体情報システムの標準化を軸に、情報デジ

タル化の様相が伝わってきておりますが、情報

デジタル化に向けた知事の姿勢をお尋ねいたし

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 本県では、全国に先んじ

て人口減少や高齢化が進んでおり、社会保障や

産業振興、教育など様々な課題に対応してまい

りますとともに、離島・半島などの遠隔地に対

しても効率的に良質な行政サービスを提供して

いくためには、デジタル社会の形成というのは

県の最重要課題の一つになっているものと考え

ております。 

 また、新型コロナウイルス感染拡大を契機に、

官民挙げてデジタル技術活用の議論が活発化し

ているところでありますが、デジタル社会形成

のためには、より住民に身近な地方自治体の役

割がますます重要になってくるものと考えてお

ります。 

 そうしたことから、県では、ＩＣＴの利活用

による地域課題の解決、産業振興、あるいは行

政のデジタル化の推進のため、昨年9月に産学

金官の連携による、ながさきSociety5.0推進プ

ラットフォームを立ち上げたところであり、現

在、協議、検討を深めているところであります。 

 また、行政内部でも、ＩＣＴを活用した業務

の効率化や新たな技術に対応できる人材の育成

にしっかりと取り組んでいきたいと考えている

ところであります。 
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 デジタル社会の形成に向けて、スピード感を

もって県庁のデジタル改革を積極的に推進して

まいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 知事、ありがとうござい

ました。行政デジタル化は最重要課題であると、

また地方自治体の役割についても、行政デジタ

ル化に向けた知事の姿勢について、よく理解を

いたしました。 

 質問を続けさせていただきます。 

 （2）行政デジタル化推進のための体制強化。 

 マイナンバーカード普及や行政業務、行政サ

ービスのデジタル化移行について、国の動向に

迅速に対応していくため、行政デジタル化のた

めの体制強化が必要であると考えますが、いか

がでしょうか。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 本県におきましては、

Society5.0時代の到来を見据えまして、既に昨

年4月、企画部に次世代情報化推進室を新設い

たしまして、先端技術を活用した施策のさらな

る推進を図るとともに、総務部に情報システム

化をまた新設をいたしまして、庁内の行政事務

について、ＡＩやＲＴＡなど新たなＩＣＴ技術

を活用いたしました効率化、行政サービスの向

上に向けた取組を推進している状況にございま

す。 

 今後、デジタル化の前提となります押印の廃

止などの業務プロセスの見直しとか電子申請シ

ステムの活用、あるいは新たなＩＣＴ技術の活

用といったことで、行政のデジタル改革をさら

に加速化するために、各部局への推進員の配置

とか関係所属の増員という形で、体制を強化す

る方向で現在、検討を進めています。 

 また、デジタル的な発想とかスキルの向上と

いった職員の能力開発についても進めてまいり

たいというふうに考えております。 

 県といたしましては、国におけるデジタル庁

の創設など行政のデジタル改革の動向も踏まえ

ながら、全庁的にスピード感をもって、さらに

取組を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） この行政デジタル化は、

今、部長がお答えいただいたように、国との情

報の連携ということが非常に重要になってまい

ります。ぜひ、企画部の次世代情報推進課と総

務部の情報システム課、この両課を中心に、体

制について強化をしていただきたいと思います。 

 令和3年度当初予算でも、民間企業のＤＸ促

進事業費が計上されております。1990年ごろか

らはじまった情報化社会も、約30年がたちまし

たが、他の諸国に比べ、官民ともＤＸは進んで

いないという現状があると思います。 

 先ほども触れましたが、本年9月にデジタル

庁が新設され、総務部長もご答弁いただきまし

たが、押印改革やデジタル申請の法整備など、

国も総力を挙げてＤＸに取り組む姿勢を見せて

います。 

 県として、民間企業をリードしていくという

側面や、国や県庁内に対してデジタル化に向け

た本気度を提示していくという意味でも、デジ

タルという名のついた、例えば｢行政デジタル化

担当｣のような看板を掲げる必要性があるので

はないかと私は考えておりますが、知事のお考

えをお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 知事。 

〇知事（中村法道君） 県といたしましても、行

政のデジタル改革を率先して推進してまいりま

すため、新たな行財政改革の計画であります長
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崎県行財政運営プラン2025においても、このデ

ジタル改革を大きな柱の一つとして位置づけて

いるところであります。 

 先ほど総務部長がお答えいたしましたとおり、

県では、行政のデジタル改革を含めた

Society5.0を推進するため、本年度、次世代情

報化推進室を新設し、国のデジタル改革の動き

に先行する形で取組を進めてきたところであり

ます。 

 今年度、組織を変更したばかりでありまして、

直ちに組織の名称を変える、あるいは新たな組

織を設けるということは難しいと考えておりま

すが、「デジタル」という呼称は象徴的でわか

りやすいものでもありますので、例えば役職名

にそうした呼称を使うなど、これから検討をさ

せていただければと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 知事、ありがとうござい

ました。大変前向きなご答弁をいただきました。 

 少しだけお話をさせていただきます。 

 情報化社会となって長い年月が経ちますが、

行政業務のデジタル化が進まない理由は幾つか

あると思います。率直に申し上げまして、やは

り縦割りといいますか、行政改革そのものが原

因ではないかというふうに感じるところがある

んですが。 

 デジタル化と聞くと、プログラミング用語を

含めて少し難しい用語が並びますが、それらは

あくまでツールであって、大切なのはグランド

デザインといいますか、どのようなサービスを

効率的に受け手側に提供し、提供側も効率化を

図るという観点から、既存の組織そのものを見

直すような大きな設計図が必要であると思いま

す。 

 行政業務とデジタル化は非常に相性がよく、

導入メリットは絶対に高いと考えます。 

 というのも、私自身が大きな企業の基幹シス

テム導入に携わったことがあり、紙ベースから

デジタル化の移行に成功し、業務の効率化が達

成された経験があるからです。 

 今から約17～18年前になります。当時、プロ

グラマーだった私が行ったことの一つに、導入

に前向きでない方に対して、導入メリットと具

体的な負担を提示して、決して容易ではありま

せんでしたが、合意形成を得ていく役割、いわ

ゆる調整役を担当いたしました。「釈迦に説法」

になるかもしれませんが、このような変革、デ

ジタル化導入に当たっては、調整役が重要な役

割を果たすと考えます。 

 知事に前向きな答弁をいただきましたが、ぜ

ひ、わかりやすいデジタルの名前のついた調整

役、旗振り役を擁立し、推進力をもって取り組

んでいただきたいことを要望して、次の質問に

移ります。 

 3、教育のデジタル化推進。 

 （1）本年度からはじまる小中学校における

ＧＩＧＡスクール構想。 

 昨年所属しました文教厚生委員会でも何度か

質疑をしてまいりましたが、5か年で教育のデ

ジタル化を計画していた中で、コロナ禍の影響

で1年という短期間で整備をしてきたことによ

る端末管理や授業の進め方など様々な懸念点が

あると思います。 

 私は主に、この懸念点の中で、教職員のデジ

タルリテラシー格差による懸念点について、ま

ずどのように認識をされているのかと、このデ

ジタルリテラシー格差による対応策についてお

尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長（池松誠二君） ＩＣＴに関
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する知識や経験の差から、苦手意識や不安感を

持つ教職員は一定程度いるものと考えておりま

す。 

 そこで、県の教育委員会では、教職員の不安

を軽減するため、これまでに2本の研修動画を

配信するとともに、企業の協力を得ながら、基

本的な端末操作に関する研修機会を提供してま

いりました。 

 また、苦手意識や不安を感じる教職員がいる

一方、コンピュータ操作が得意でＩＣＴの活用

に前向きな教職員もいることから、学校長の適

切な指導のもと、教職員がチームワークを発揮

し、学校全体で取り組んでいくことが大切であ

ると考えております。 

 さらに、ＧＩＧＡスクール構想は、ＩＣＴを

活用し子どもたちの主体的な学びの充実を図る

ものであり、学校全体で授業のあり方を見つめ

直すきっかけになるものと考えております。 

 今後、県教育委員会では、各学校において全

ての教職員が意欲的に、かつ組織的にＧＩＧＡ

スクール構想の実現に取り組んでいけるよう、

研修機会等の工夫に努めてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 教育長、ありがとうござ

いました。今ご答弁いただいたように、私も、

授業の主体性が先生、教職員だったものが、こ

のデジタル化移行によってサポート役に変わっ

ていくようなことを、実際に対馬高校を研修さ

せていただいた時に目の当たりにしました。 

 また、こういったものは、各団体からも、よ

り積極的に、インプットも必要なんですが、ア

ウトプット、主体性を生徒にというような方向

で推進をしてほしいということも伺っておりま

すので、ぜひ、そういった変化に対して教職員

の皆様が、様々な年代、またリテラシーの格差

等あられますが、順次対応していただけるよう

に支援をお願いいたします。 

 4、西彼杵道路の整備状況。 

 先ほど石本議員も質問されましたが、私は、

西彼杵道路の大串から日並間の早期整備につい

て質問をさせていただきます。 

 （1）「西彼杵道路」大串～日並間の早期整

備。 

 長崎市と佐世保市を結ぶ国道206号は、県内

主要地区の人と物の流れを支え、県内地域振興

や生活基盤強化などの大きな役割を担う重要な

幹線道路ですが、都市部の慢性的な渋滞や、片

側1車線区間で頻発する災害や事故による通行

規制などの問題を抱えており、地域間を結ぶ大

動脈として機能強化が不可欠であると考えてお

ります。 

 こうした中、片側1車線の弱点を大きく補完

する道路として期待される西彼杵道路の整備に

ついては、予算確保に向け、県当局をはじめと

した関係自治体、県議会と一体となった熱心な

国への要望活動により、今回の補正予算では約

14億円が確保され、現在、事業中である時津工

区の令和4年度供用に向け、着実に推進されて

いると思っております。 

 一方、西彼杵道路の大串日並間の未着手区間

約23キロメートルについても、西彼杵道路計画

検討委員会から、今後の整備方針についての提

言書が県へ提出されたところであり、長崎市の

琴海地区を含む未着手区間の早期整備に向けた

県の取組についてお尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長（奥田秀樹君） 西彼杵道路の未整備

区間である西海市大串から時津町日並までの約

23キロメートルについては、昨年度より有識者
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で構成する西彼杵道路計画検討委員会を設置し、

今後の整備方針について検討を進めてまいりま

した。 

 去る2月12日には、当委員会から、概略ルー

トやインターチェンジの配置、優先的に整備を

行う区間について提言を頂きました。 

 提言では、北側の大串から白似田の区間に早

期に着手するものとし、南側の西海、子々川か

ら日並の区間については、インターチェンジ周

辺の交通解析を十分に行ったうえで、長崎南北

幹線道路の進捗状況を見極めながら、大串から

白似田の区間に引き続き着手することが望まし

いということが示されました。 

 これを踏まえ、今後、詳細なルート検討など

を進めながら、両区間の早期事業化が図られる

よう、国と協議を行ってまいります。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 私も、この提言書につい

てしっかり読ませていただきました。私もその

ように感じますが、この両区間、どちらも非常

に重要なものであるというふうに書いてありま

すので、ぜひ慎重に、また積極的に、早期整備

について対応をよろしくお願いいたします。 

 5、長崎県地方機関の再編。 

 （1）県北地区再編の総括。 

 平成21年4月、今から約12年前に、先だって

県北地区にて県地方機関の再編が行われました。 

 まず、この再編の効果と反省点であったり修

正箇所、そういったものがございましたら、そ

の総括についてお尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 平成20年に策定を

いたしました長崎県地方機関再編の基本方針に

基づきまして、平成21年4月に県北地区の再編

を実施したところでございます。 

 概要といたしましては、当時単独事務所であ

りました県税事務所、保健所、農業改良普及セ

ンター、家畜保健衛生所を県北振興局の内部組

織として統合するとともに、田平土木事務所及

び大瀬戸土木事務所を、それぞれ維持管理事務

所としたうえで県北振興局建設部に統合いたし

まして、管理部門も集約して効率化を図ったと

ころでございます。 

 再編によりまして振興局内の部門間の連携が

進展いたしまして、緊急時にも迅速な対応が可

能となったことに加えまして、管理部門の集約

化によりますコストの削減とか、あるいは業務

の統一化といったこと、再編しなければ得られ

なかった大きな効果を得ることができたという

ふうに考えております。 

 なお、再編によりまして建設部門等におきま

して所管区域が広くなりましたけれども、現場

の状況等をよく把握しながら事業を推進するこ

とが重要であるという考えのもとで、現場確認

等の効率性の向上のため、地域ごとの担当所属

を設けるといった形で改善を行ってきたところ

でございます。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 総務部長、ありがとうご

ざいました。様々な業務効率化であったり、サ

ービスの向上についてもご答弁をいただいたと

思います。 

 （2）県南地区再編の取組み。 

 私も、この県北地区の地方機関再編について、

県北地区の現場の方々の声を聞いております。

そこには素晴らしい効果もある半面、やはりサ

ービスの提供が以前に比べて悪くなったんじゃ

ないか等の声もいただいております。ぜひ、こ

ういった声を、現場に行っていただいてですね。

お聞きいただいていると思いますが、集約して
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いただきたいというふうに思っております。 

 また、こういったいい面、悪い面の経験を念

頭に、本年進めていく県南地区行政機関の再編

について、具体的な取組をお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長（大田 圭君） 先ほど申し上げまし

た当面の再編から間もなく12年を経過いたし

ますが、依然として県の財政状況は厳しく、県

の行政資源も限られていく中におきましては、

行財政改革としての本来の再編の趣旨を念頭に、

県北地区と同様に県南地区につきましても再編

を実施する必要があるというふうに考えており

ます。 

 県南地区の再編につきましては、3つの振興

局を一つに集約しようということでありますの

で、所管区域が広くなるといったことは出てま

いります。現場性が特に強い業務につきまして

は、現在の機能を各地域に存置をいたしますと

ともに、集約する業務につきましても、現場状

況を踏まえて事業を推進することが重要である

というふうに考えていますので、機動的に動け

る組織体制を構築していったうえで、しっかり

と現場に赴いてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 その際には、ＩＣＴの活用等によりまして距

離を克服する努力も併せて進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 全く同じというわけでは

ないんですけれども、若干、人口規模も似通っ

た県組織の再編が行われた大分県について、ち

ょっとご紹介をいたします。今から読み上げる

のは、平成17年6月の大分県議会で、梶原九州

男議員の地方機関の再編の在り方についての質

問に対する大分知事の答弁を抜粋、若干割愛し

ております。 

 「自然災害、鳥インフルエンザなどの対応を

鑑みても、今後の地方行政機関の在り方として、

県民保健福祉センターとか、保健所だとか、あ

るいは土木事務所、あるいは税務関係につきま

しては、業務の専門性が高くて、また、経験を

積んだ職員で構成された組織を単位として、地

域に密着した意思決定を行って活動する方が機

動的なサービス提供が可能になるというふうに

考えておりまして、その方がまた、県民にとっ

て大きなメリットではないかというふうに考え

ております」 

 このような答弁をなされております。 

 本来、コロナ禍でなければ、私も率先して大

分県に出向いて現場の声を直接聞いてから、こ

の登壇に向かいたかったんですが、残念ながら

そういった事ができずに、遠隔地からのインタ

ーネット、電話を使っての取材となりましたが、

要するに、地方機関の業務は専門性が高い。そ

して、自然災害や、今回は鳥インフルエンザが

ピックアップされていましたが、こういった対

応について地域密着し機動的に連携する必要が

あると。 

 機動的というのは、先ほど部長もおっしゃっ

ていただきましたが、少し掘り下げるとですね、

行政改革で。 

 わかるんです。私も、財政の状況であるとか、

ご説明をいただいて一定理解はできますが、一

旦この技術者を再編してしまうと、育成するに

当たって時間がかかってしまうんです。また、

災害や、迅速にかつ高い精度で業務を行う必要

性があるような場合は、やはりこういった再編

については、ぜひ、慎重なご判断、しっかり検

証していただいて、時間等もあると思いますけ

れども、現場の皆さんと連携をとって対応して
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いただきたいというふうに思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 6、長崎県観光振興基本計画。 

 （1）コロナを踏まえたマイクロツーリズム

の促進。 

 県の基幹産業である観光産業は、コロナ禍に

おいて大きなダメージを受けました。 

 そのような状況のもと、本年、長崎県観光振

興基本計画の取りまとめが行われます。 

 その基本計画について、まず、具体的な要点

をお尋ねいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） お尋ねの次

期観光振興基本計画でございますが、これは行

政民間の関係者で共有する本県の観光の将来像

を、「感動あふれる長崎県、みんなで磨く文化

と食と真心と」と定め、本県の特色をより魅力

あるものにしていきたいと考えております。 

 また、大きな方向性としまして5つの柱を挙

げておりますが、これは、観光まちづくりの推

進、期待以上の満足を感じさせるおもてなし力、

安全・安心対策や産業の高付加価値化、それか

ら訴求力のある情報発信と周遊観光促進、最後

に市場動向等を踏まえたインバウンド観光でご

ざいます。 

 今後、具体的な成果に結びつけることができ

るよう、個別事業の検討、実践を進めてまいり

たいと考えております。特に、コロナ禍を踏ま

えたマイクロツーリズムの観点についても、計

画案に盛り込んでいるところでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 奇しくも昨日発表されま

したが、3月8日から開始する長崎県民を対象と

する宿泊料金の割引キャンペーン、ふるさと深

呼吸の旅ですね、これも行われます。県民の皆

さんは大変期待をされていると思いますが、今、

部長もおっしゃったように、コロナ禍において、

近隣のマイクロツーリズムというものが非常に

重要であると思います。 

 ここでちょっと質問しますが、本県の観光デ

ータによると、長崎県の観光客のほとんどが関

東・関西圏のお客様であり、近場の県内周遊も

含めた九州圏内の割合が他県に比べてちょっと

低いのではないかというような数字が見受けら

れます。この状況について、もし具体的な数値

等おわかりでしたら、お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 九州各県と

比較した本県観光の特徴でございますが、少し

ご指摘にあったとおり、県民の皆様、あるいは

九州各県からの宿泊者の割合が低い傾向にござ

います。具体的には九州からの割合は約44％と、

九州7県中5位となっております。 

 ただ、逆にこのことは関東・関西圏からの宿

泊者割合が高いということでございますので、

そういった首都圏には本県観光の強みを発揮し

ておりますけれども、一方、近距離旅行需要の

獲得によりまして、全体の底上げを図る余地が

あるということも示しているものと考えており

ます。 

 また、本県への宿泊旅行者のうちリピーター

は約59％で、これは九州平均の66％よりも低く

なっています。リピーターとなりやすい県民の

皆さんや九州各県など、そういった近距離から

の宿泊者割合が低いことも、その要因の一つと

なっているのではないかと考えているところで

ございます。 

 このため、コロナ禍を踏まえた近距離、少人

数の旅行需要を取り込むことは、コロナ前から

の本県の課題でありますリピーターが少ないん
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じゃないかというようなところのリピーター率

の向上にもつながるものであると考えていると

ころでございます。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） わかりました。そうです

ね、集団の旅行から個人の旅行に、コロナ禍の

前から移って、そして一気にこのコロナによっ

てマイクロツーリズムに焦点が当たったような

状況がございます。 

 ここで、同じ九州の鹿児島ですが、鹿児島は

どうも、データを見ていますと、県内周遊が非

常に盛んではないかというような数字が見受け

られます。これは、少し聞きましたところ、鹿

児島県にも離島が多くございますが、本県もい

っぱいあるんですけれども、離島民が本島に、

指宿とか温泉に入りに行く、年に1回、必ず入

りに行くという習慣が要因ではないかというふ

うにお聞きしております。 

 このように、旅行の周遊の要因といいますか、

要素として食事、テーマパーク、温泉などが考

えられますが、先ほどご答弁がありましたマイ

クロツーリズムにおける本県の弱みをいかに改

善させていくか、具体的な取組等ありましたら

お尋ねをいたします。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） マイクロツ

ーリズムにつながるリピーターの方の旅の目的

ということを調査しますと、ご質問にもありま

したとおり、やっぱり食、温泉、あるいは快適

な宿を求めているという調査結果もございます。 

 本県にも食や温泉などの素材はございますが、

やっぱりその磨き上げ、あるいは九州各県等の

近距離市場への情報発信、これがまだまだ十分

ではないと考えているところでございます。 

 今年度、コロナの地方創生臨時交付金を活用

しながら、例えば露天風呂付きの客室の整備な

ど宿泊施設の魅力向上への支援も行っておりま

すし、食の専門家や事業者と連携したご当地グ

ルメの開発、あるいは個人向けに訴求力の高い

宿泊プランの造成にも取り組んでいるところで

ございます。 

 今後は、この取組の成果を、関東・関西圏は

もちろんですけれども、それにとどまらず県内

を含む九州各県などにもしっかりと発信してい

くことで、マイクロツーリズムの促進を図って

まいりたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） ただいまご答弁いただき

ましたように、リピーターも含めて、遠隔地の

関東・関西圏は当然のことながら引き続き周知

活動をしていただいて、近隣のマイクロツーリ

ズム、非常に私は可能性があると感じておりま

す。 

 昨年も似たような県内周遊の宿泊割引があり

ましたが、その時に多くいただいたのが、移動

時間の短い旅行はよかったと。また、県内にこ

んなにいい旅行のコンテンツ、食事や遊ぶとこ

ろ、また文化財、そういったものがあったと再

認識したと。わかっていたんだけど、近場だか

らねというような声をいただいております。非

常に大きな可能性があると思いますので、ぜひ

ともこのような形で取り組んでいただきたいと

思います。 

 最後の質問になりますが、7、スタジアムシ

ティプロジェクトについて、質問させていただ

きます。 

 昨年はＶファーレン長崎は、惜しくもＪ2リ

ーグ3位でＪ1昇格を逃しましたが、本年は昨年

同様前評判も高く、2度目のＪ1昇格を目指し頑

張っております。開幕戦も、2対1で勝利をいた
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しました。 

 このような中で、県庁の正面でも出島メッセ、

ＭＩＣＥ施設等建設が順調に進んでおりますが、

リージョナルクリエーション長崎が進めるスタ

ジアムシティプロジェクトについて、県はどの

ように捉えているのか、お考えをお尋ねいたし

ます。 

〇議長（瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長（中﨑謙司君） 長崎スタジ

アムプロジェクトでございますが、これは、良

質な雇用の場の確保や交流人口の拡大、あるい

は長崎の魅力向上に貢献して、本県経済の活性

化に大きな効果が期待できるものと認識してお

ります。 

 現在、運営を担当しますリージョナルクリエ

ーション長崎、それから県、長崎市、また地元

経済界を交えた意見交換会などを実施しており

まして、この中で、このスタジアムが県民に愛

される存在として、より多くの方に足を運んで

もらえるよう、また、県外からスタジアムを訪

れた来訪客の皆様が街中を回遊して、ひいては

県内を周遊する長崎ファンとなっていただける

よう、そのための仕掛けづくりを官民で知恵を

出してまいりたいと考えております。 

 今後とも、このプロジェクトの効果の最大化

に向けまして、そのほかの大型プロジェクトと

の連携、また試合日以外のスタジアムの有効活

用、そういった検討にも積極的に関わってまい

りたいと考えております。 

〇議長（瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番（下条博文君） 先ほどご答弁いただきま

したとおり、16日の知事会見でも同様の、リー

ジョナルクリエーション長崎と県、長崎市、ま

たその他の様々な方たちと協議をする場を設け

るというようなお話を聞いております。 

 ＭＩＣＥ施設だけでも大きなプロジェクトで

すが、同じような時期に近隣に、このスタジア

ムシティプロジェクトのようなコンテンツがで

きるということは、これは九州だけではなくて

全国的にも大変注目をされている事業であると

いうふうに思っております。 

 ちょっとコロナ禍の中で様々な不安、ご懸念、

少し暗いニュースが多い中、こういった前向き

な発信は活力になります。何より経済活動の発

展になりますので、ぜひともご注力いただいて、

取り組んでいただきたいというふうに思ってお

ります。 

 若干時間が余りましたが、皆様の明快なご答

弁のおかげで、はじめての一問一答形式による

一般質問を無事に終わらせることができました。

この場をお借りして感謝を申し上げます。あり

がとうございました。（拍手） 

〇議長（瀬川光之君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１５分 休憩 ― 

 
 

 


